
令和７年度 浜田地域保健医療対策会議 医療・介護連携部会 
日時：令和７年１２月１６日（火） 

１９：００～２１：００ 
場所：浜田合庁 ２階 大会議室 
  【ハイブリッド開催】 

 あいさつ【所長】 
  
 議事 
１ 地域医療構想の状況について               

（１）地域医療構想の進め方について           【資料１】 
                    

（２）浜田圏域内の医療状況について           【資料２】 
 
＜意見交換＞ 
 
２ 在宅医療・介護連携について                  

（１）在宅医療・介護連携ワーキングの報告について    【資料３】 
 

（２）医療連携推進ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業について        
     ・浜田市医師会                   【資料４－１】 
     ・済生会江津総合病院                【資料４－２】 
 
＜意見交換＞ 
 
３ 紹介受診重点医療機関の指定について           【資料５】 
（１）浜田医療センター：「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）を地域で基幹的に担

う医療機関」となる意向あり 
 
 
 

 
 

※これからも毎年度、前年度の外来機能報告の結果に基づき、前年度 1～3 月に協議の場を開催し、 
紹介受診重点医療機関を決める。（毎年度、協議の場で確認が必要。） 

 
４ かかりつけ医機能報告制度の説明             【資料６】 

 
５ その他 
（１）「安心して住み続けられるわがまちへの模索」冊子配布 
（２）浜田市民フォーラム PR（1/25）、VR 高齢者住まい看取り研修会（1/23,1/25） 
（３）保健医療対策会議（3 月予定）日程調整表 

 （４）まめネット PR 
 （５）年末年始の医療体制の確保について 
閉会 

     （基準） 
初診の外来延べ患者数に対する重点外来の割合：60.4％  ＞ 40％ 適合 

かつ 
再診の外来延べ患者数に対する重点外来の割合：36.7％  ＞ 25％ 適合 



令和7年12月16日（火）　19:00～21:00

浜田合同庁舎　2階　大会議室

（江津市医師会） （浜田市医師会） 三島

栗栖　院長 大石会長

● ● ●

（西川病院）

松本　院長 ●
（浜田地域介護支援専門員協会）

● 田屋　会長

（山根病院三隅分院）

津森　院長 ● ●
（江津ケアマネジャー部会）

森口　部会長
（浜田医療センター）

山根　事務部長 ● （浜田圏域老人施設協議会）

● 渡利　会長

（浜田医療センター）

佐々木 ●

地域連携室看護師長 ● （島根県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協会）

丸山　支部長

（浜田医療センター） （浜田地区・広域行政組合）

　 濱田　 ●
● 湯淺　事務局長

（済生会江津総合病院） ● ● （浜田地区・広域行政組合）

大濵 入退院支援・地域連携センター長 平藪　課長

（浜田市　健康医療対策課）

小原　医療連携推進CN ●
● 椋木　課長

（浜田市　健康医療対策課）

西川　医療連携推進CN ●
● 佐藤　医療統括監

（山根病院）

岡本　事務長 ●
●

（山根病院）

●
●

● ● ● ● ● ●

大場 　中本 手島 盆小原 青笹

(　浜田保健所　・　事　務　局　）

　

● ●

（浜田医療センター）

部会長 花田 会長

経営企画室長

（済生会江津総合病院）

（浜田市医師会）

烏田

三川　看護師長 佐藤

出入口

　畑田

傍　聴　席

スクリーン



所属 職名 委員名 参加場所 備考

1  会長　 大石　和弘 会場 （新）☆病院長部門

2  医療連携推進コーディネーター 西川　弘美 会場
☆医療連携推進コー
ディネーター

3  江津市医師会  会長 花田　有二 会場 ☆病院長部門

4  院長  栗栖　泰郎  会場

5  事務部長  山根　知己  会場

6  地域連携室看護師長  佐々木　亜弥  会場

7  経営企画室長  濱田　満也  会場  （新）

8  院長  中澤　芳夫  Web ☆病院長部門

9  事務部長  立石　正計  Web  （新）

10
 入退院支援・地域連携
ｾﾝﾀｰ長  大濵　理砂 会場

11  医療連携推進コーディネーター  小原　俊貴 会場
☆医療連携推進コー
ディネーター

12  西川病院  院長  松本　貴久  会場 ☆病院長部門

13  西部島根医療福祉センター  院長  中寺　尚志  Web ☆病院長部門

14  医療法人慈誠会山根病院　  院長  山根　雄幸 会場
☆病院長部門
(代理)岡本克正
（代理）三川智子

15
 医療法人慈誠会
山根病院三隅分院

 院長  津森　道弘 会場 ☆病院長部門

16  浜田圏域老人施設協議会  会長  渡利　正樹  会場

17  浜田地域介護支援専門員協会  会長  田屋　正美  会場

18  江津市ケアマネジャー部会　  部会長 森口　徹  会場  （新）

19
 島根県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協会
浜田支部

 支部長  丸山　由美  会場

20  全国健康保険協会 島根支部　  業務部長  河本　敬介  Web
全国健康保険協会島
根支部会場（新）

21  事務局長 湯淺　明百美 会場

22  介護保険課長 平藪　邦浩 会場

23  健康医療対策課長 椋木　みどり 会場

24  医療統括監  佐藤　誠 会場

25  健康医療対策課長  志波　功  Web

26  地域包括支援ｾﾝﾀｰ長  小田　みゆき  Web

事務局
27 所長  中本　稔

28 総務保健部長  手島　雅也

29 環境衛生部長  三島　幸司

30 企画幹  盆子原　幸治

31 健康増進課長  大場　裕子

32 医事・難病支援課長  青笹　美香

33 主任保健師  佐藤　麦

34 保健師  烏田　萌香

35 主事  畑田　采里

浜田保健所

令和7年度 浜田地域保健医療対策会議　医療・介護連携部会 出席者名簿（R7.12.16）

 国立病院機構浜田医療ｾﾝﾀｰ　

 済生会江津総合病院　

 浜田地区広域行政組合

 浜田市　

 江津市　

 浜田市医師会　



浜田地域保健医療対策会議 

医療・介護連携部会設置要領 

 

（目的） 

第１ 浜田圏域内の医療・介護の連携体制に関する諸課題を協議し、情報共有・ 

意見交換を行うために、浜田地域保健医療対策会議に医療・介護連携部会（以 

下、「部会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２ この部会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）地域医療構想実現に向けての医療・介護サービスの提供体制に関する

情報共有・意見交換 

（２）地域医療介護総合確保基金に対する各年度の圏域内要望事項に関す

ること 

 

（組織） 

第３ 部会は圏域内の以下の部会員をもって構成する。 

（１）各病院の代表（院長等） 

（２）各医師会長 

（３）医療・介護関係団体の代表 

（４）各市の医療担当課 

（５）各市の介護保険担当課 

（６）その他必要と認める者 

２ 必要に応じて、下部組織を設けることができる。 

 

（運営） 

第４ 部会は次により運営する。 

（１）部会には、部会員の互選により会長を置く。 

（２）部会の議長は、会長が務める。 

 

（会議） 

第５ この部会は、浜田保健所長が招集し、必要に応じて随時開催するものとす 

る。 

 

（庶務） 

第６ この部会の庶務は、浜田保健所において処理する。 

 



 

（その他） 

第７ この要領に定めるものの他、部会の運営に必要な事項は別に定める。 

 

附則 この要領は、平成 26 年 7 月 28 日から施行する。 

   この要領は、平成 31 年 2 月 18 日から施行する。 























令和７年度 浜田圏域在宅医療・介護連携ワーキング概要 

                 （R7.12.16 浜田地域保健医療対策会議 医療・介護連携部会 資料） 

１ 位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
２ 開催状況 

第 1 回： ９月２４日（水）１０時～１２時 
第２回：１１月１１日（火）１０時～１２時 

   

３ 検討内容 
 
（１）身寄りのない人への対応 

【現状・課題】 
・意思決定のできない患者の治療方針も含め、対応に困る 
・遠縁の親族や知人への説明や調整先が不明確で時間を要する 
・後見人が確保されるまでに時間を要する 
・金融機関の対応に制限があり、金銭管理が難しい 
・人材不足により緊急受診や同行受診の対応が難しい 
  シャドーワーク問題 

・行政機関の制度上の責任や関係機関の役割が共有できていない 
・病院内及び浜田圏域でのマニュアル作成が必要 
 

（２）ＡＣＰ普及啓発について 
  【現状・課題】 
  ・施設入居者等に啓発が進んでいない 
  ・共通シートも一部の関係者しか使用していない 
  ・若い世代への普及啓発が進んでいない 
  ・圏域での統一した様式が必要 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報提供・提案 取組の具体化 
【構成】 
浜田医療センター 地域医療連携室 
済生会江津総合病院 入退院支援・地域連携ｾﾝﾀｰ 
訪問看護ステーション協会浜田支部 
浜田地域介護支援専門員協会 
江津市ケアマネージャー部会 
浜田市健康医療対策課 
江津市健康医療対策課 
江津市地域包括支援センター 
※浜田医師会医療連携推進コーディネーター 

※第 2 回から 

【検討内容】 
入退院連携に関すること 
職種間の連携方法等に関すること 
退院調整の難渋事例に関すること 
退院後の受け皿に関すること など 

在宅医療・介護連携ワーキング 
（現場レベル・年２回程度） 

資料３ 

浜田地域保健医療対策会議 医療・介護連携部会 

○行政機関の相談・連絡先の確認 

○それぞれができる事、できない事を関係機関で確認し、共有する 

（関係機関の業務について理解を深める） 

○患者受報を共有するためにＩＣＴの普及 

○浜田広域での共通マニュアルの作成の検討 

○浜田圏域内でのＡＣＰに関する共通シートの作成 

○施設入居者、開業医及び若年層への啓発 

 ➡人生会議の必要性についての啓発が必要 

今後の取組み 

圏域での統一したものが必要 



 
 
 
 

啓発マンガ・ポスター 

イベントブース出展 

島根県の取組み 



































２ ． 改革の方向性

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、 データ に基づく 議論を地域で進める ため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告（ 外来機能報告） する 。

② ①の外来機能報告を踏ま え、 「 地域の協議の場」 において、 外来機能の明確化・ 連携に向けて必要な協議を行う 。

→ ①・ ②において、 協議促進や患者の分かり やすさ の観点から 、 「 医療資源を 重点的に活用する 外来」 を地域で基
幹的に担う 医療機関（ 紹介受診重点医療機関） を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し 、 国の示す基準を 参考にし て、 地域の協議の場で確認する こ と によ り 決定

患者の流れがよ り 円滑になる こ と で、 病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、 医師働き 方改革に寄与

紹介

紹介受診重点医療機関

逆紹介

外来機能報告、 「 地域の協議の場」 での協議、 紹
介患者への外来を基本と する 医療機関の明確化

かかり つけ医機能を 担う 医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、 勤務医の外来負担
の軽減、 医師働き 方改革

かかり つけ医機能の強化
（ 好事例の収集、 横展開等）

〈 「 医療資源を 重点的に活用する 外来」 〉

○医療資源を重点的に活用する 入院の前後の外来 （ 悪性腫瘍手術の前後の外来 など ）

○高額等の医療機器・ 設備を必要と する 外来 （ 外来化学療法、 外来放射線治療 など ）

○特定の領域に特化し た機能を有する 外来 （ 紹介患者に対する 外来 など ）

１ ． 外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり 、 外来機能の情報が十分得ら れず、 ま た、 患者にいわゆる 大病院志向がある 中、 一部
の医療機関に外来患者が集中し 、 患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じ ている 。

○ 人口減少や高齢化、 外来医療の高度化等が進む中、 かかり つけ医機能の強化と と も に、 外来機能の明確化･連携を進
めていく 必要｡

外来医療の機能の明確化･連携

１

参考資料２

5



【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であっ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有

無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。

※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来

・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかり つけ医機能を 担う 医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医

機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

状態が落ち着いたら逆紹介を受けて

地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関

外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

２



  一部負担金（3割負担等）とは別の「特別の料金」が原則必要となります。 

・手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を 　  

　必要とする外来などを行っています。  

・紹介状のありなしに関わらず、受診は可能ですが、紹介状がなく来院された場合は、 

 

 

それは、かかりつけ医などからの紹介状を持って 
受診いただくことに重点をおいた医療機関です。 

2 0 2 3 年新制度スタ ート  

始
ま
り
ま
す
。

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
。

な
に

そ
れ

？

な
に

そ
れ

？

令和５年８月版 



・ 医 療 機 関 を 受 診 後 、 他 の 医 療 機 関 で の 診 療 が 必 要 と 判 断 さ れ た 場 合 、  

　 紹 介 状 が 発 行 さ れ ま す 。     

・ 紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 か ら は 、 か か り つ け 医 や 身 近 な 医 療 機 関 な ど へ の 紹 介 状 を  

　 発 行 し て も ら い ま し ょ う 。  

・ 医 療 機 関 ど う し の 役 割 分 担 に よ り 、 患 者 さ ん が 適 切 な 検 査 や 治 療 を よ り ス ム ー ズ に  

　 受 け ら れ る よ う に な り 、 待 ち 時 間 の 短 縮 な ど が 期 待 さ れ ま す 。  

  紹介受診重点医療機関の情報は、 
都道府県や厚生労働省のホームページを   
ご覧ください！ 
　  

　紹介受診重点医療機関とは？  

紹介状を用いた場合の受診のながれ  

 

 手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の 　

高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行っています。   

紹介   

相 談 や 日 頃 の  

体 調 管 理  

 
も っ と 、 く わし く 知り た い 方は、  
 厚生労働省　 紹介受診重点医療機関 

紹介受診重点医療機関 患者 

逆紹介 

かかりつけ医や 
身近な医療機関など 

令和５年８月版 
 



かかりつけ医機能報告制度について 

 

１．制度の概要 

（１）目的 

地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機 

関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サ 

ービスの向上につなげることを目指す。 

（２）概要 

  〇医療機関：かかりつけ医機能について、年１回、都道府県に『報告』。 

  〇都道府県：医療機関の報告内容を確認し、『協議の場』に報告・公表。 

        また、かかりつけ医機能を確保する方策を検討・公表。 

（３）対象医療機関 

   特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所 

（４）報告時期・方法 

  〇原則として、医療機関等情報支援システム（G-MIS）により実施 

  〇毎年１～３月に、医療機能情報提供制度にに基づく報告と同時期に実施 

 

※詳細については、厚生労働省ホームページを参照ください。 

 

 

 

 

資料６ 
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「かかりつけ医機能報告」の
データが７月以降に出てくる

10



かかりつけ医機能報告制度
が始まります！

医療機関の皆様へ

報告を行う対象医療機関
� 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対
象です。

毎年１〜３月に、かかりつけ医機能の内容について都道府県
にご報告をお願いします。
※原則、医療機関等情報支援システム（G-MIS）による報告となります。
※かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無も報告事項となります。

詳しい情報は厚生労働省ホームページへ

令和８年１〜３月に、都道府県に対して
かかりつけ医機能報告を行うようお願いします

医療機関の実施事項

報告

院内
掲示

かかりつけ医機能を有する医療機関の要件として、報告した
かかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式例を出力できるようにシステム開発を行
う予定です。

患者
説明

おおむね４ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれ
る場合で、患者・家族から求めがあったときは、治療計画等
についてご説明をお願いします。
※かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医療法に基づく患者への説明
が努力義務となります。

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/0000123022_00007.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit


かかりつけ医機能報告制度の概要

� かかりつけ医機能報告制度は、地域で必要とされるかかりつけ
医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報
を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの
向上につなげることを目指すものです。

⚫ 多くの医療機関に参画いただき、地域で必要なかかりつけ医機
能を確保することが重要であり、各医療機関からの報告を受け
て、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・
実施していくことが特に重要です。

制度の目的

⚫ ご報告いただくかかりつけ医機能の内容は、下記のとおりです。
※報告事項の詳細等については、令和７年度中に、厚生労働省から報告マニュアルを発
出する予定です。

⚫ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示していること（★）
⚫ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無（有無を報告すれば可）
⚫ 所定の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うこ

とができること（★）
⚫ 一次診療を行うことができる疾患
⚫ 医療に関する患者からの相談に応じることができること（★） 等有無

継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的
な診療を総合的かつ継続的に行う機能１号機能

（１）通常の診療時間外の診療、（２）入退院時の支援、（３）在宅医療の提供、
（４）介護サービス等と連携した医療提供２号機能

その他の報告事項
⚫ 健診、予防接種、地域活動（学校医、産業医、警察業務等）、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動 等

［報告事項］

（１）通常の診療時間外の診療
⚫ 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況
⚫ 自院における時間外対応加算１〜４の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況 等

（２）入退院時の支援
⚫ 自院又は連携による後方支援病床の確保状況
⚫ 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
⚫ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
⚫ 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
⚫ 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数 等

（３）在宅医療の提供
⚫ 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況
⚫ 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
⚫ 自院における訪問看護指示料の算定状況
⚫ 自院における在宅看取りの診療報酬項目の算定状況 等

（４）介護サービス等と連携した医療提供
⚫ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況
⚫ 介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
⚫ 介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）
⚫ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
⚫ ＡＣＰ（人生会議）の実施状況 等

［報告事項］

※★︓これらの項目を「可」と報告する医療機関は、「1号機能を有する医療機関」として
２号機能の報告を行います。

ご報告いただく内容



〜地域包括ケアシステムと 人生会議〜

病気にな っ たり 、 介護が必要

にな っ て も 、 安心し て暮ら せ

る よ う 助け合う 仕組みづく り

を 考えませんか？

 「地域で支える」

も し も の時に備えて 、 家族や

周り の人に自分の希望を 伝え

ておき ませんか？

 「人生会議」

こんな悩みはありませんか？

一人暮ら し に な っ た 時に ど う 過ご

せばい い か心配

将来も こ の地域で 安心し て 暮ら せ

る のか不安があ る

講師

高野  龍昭 (たかの たつあき )高野  龍昭 (たかの たつあき )
東洋大学 福祉社会デザイ ン学部　 教授東洋大学 福祉社会デザイ ン学部　 教授

1月９ 日
まで

開催場所

い わ みー る
４ 階 研 修 室

〒6 9 7 -0 0 4 1

浜 田 市 野 原 町
1 8 2 6 番 地 1

申込期限申込期限

開催日時

1 25
13:30〜15:00

参 加 無 料

日

　 　 　 　 　  　 　  教授は島根県益田市の出身。 1986年から 益田市と 広島市で医

療ソ ーシャ ルワーカ ーやケアマネージャ ーの実務経験を 積み、 2005年から 東洋

大学で介護福祉士などの専門職教育と 介護保険制度やケアマネジメ ント の研究

にあたっ ています。 地域包括ケアや高齢者福祉の専門家と し て、 今回の市民フ

ォ ーラ ムでは、 高齢化が進む地域で、 医療と 介護を どう 支え合い、 市民一人ひ

と り がどのよう に関わっ ていく べき なのか、 分かり やすく お話し ます。

高野 龍昭高野 龍昭

浜
田

市民 フォーラ
ム

浜
田

市民 フォーラ
ム

浜田圏域の

医療と 介護の「 2040年問題」

お 申し 込みはこ ち ら のQRコ ード から

主催： 一般社団法人 浜田市医師会（ 共催： 浜田市・浜田保健所）

TEL ０ ８ ５ ５ − ２ ２ − ０ ９ ６ ７



ＶＲ高齢者住まい
看取り研修会

【主催】 【共催】 ●●市、●●協議会
島根県健康福祉部高齢者福祉課

高齢者住まいにおける看取りは
“ 社会のニーズ ”

※ 開催日時、申込などの詳細は裏面をご確認ください

参加者
募集

参加費：無料

対象者

講 師

島根県内に勤務する医療介護福祉従事者

（株）シルバーウッド

高齢者住まいにおける「看取り」とは、本人の希望を確認し、家族や専門職はその意思を支える

ことに目的があります。 この研修では、９０歳の高齢者の視点で救急医療を体験したり、介護

職の視点に立ち、実際に起きた特定の事例を疑似体験して、あらゆる事態に適した対策を討

議し「自分だったらどうするか」と体験者自身が考える研修です。

開催方法 オンライン（Zoom）



● 上記２次元コードよりお申し込みください
● 各回定員５０名・先着順です （申込期限前に定員に達した場合はその時点で申込終了）
● 申込は個人単位です（複数名同時の申込はできません）
● 申込期限は各回の１週間前までです （例：７／２５の場合７／１８まで）
● 申込時のメールアドレス宛てに自動で申込完了メールが届きます（参加確定通知は別途）
● 後日、申込時のメールアドレス宛てにZoom情報などをお知らせします
● 問合せ：島根県 健康福祉部 高齢者福祉課 (TEL)0852-22-6182

島根県内の介護事業所等に勤務する介護従事者（リハ職、医療従事者等も可）、介護支援専門員、
在宅療養支援診療所・訪問看護・訪問介護・訪問リハなどの在宅医療介護に関わる職種の方、
在宅医療介護連携に携わる自治体職員…など

対象者

開催日程・内容

ＶＲコンテンツ

申込

県内全市町村（松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、
飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町）

主催

共催

島根県 健康福祉部 高齢者福祉課、
松江保健所、出雲保健所、雲南保健所、県央保健所、浜田保健所、益田保健所、隠岐保健所

❶救急医療における心肺蘇生、❷ある入居者、❸姪と息子、❹生きとし生けるもの

❶救急医療における心肺蘇生、❷告知（がん）

〔平日開催・介護従事者向け〕

体験コンテンツ

体験コンテンツ

第１回

【URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0725

７月 ２５日 （金） １３：３０～１６：００
申込

第２回

【URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori1017

１０月 １７日 （金） ９：３０～１２：００
申込

第３回

【URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0123

１月 ２３日 （金） １３：３０～１６：００
申込

〔休日開催・医療従事者向け〕

第１回

【URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0727

７月 ２7日 （日） １０：００～１２：００
申込

第２回

【URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori1019

１０月 １９日 （日） １３：３０～１５：３０
申込

第３回

【URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0125

１月 ２５日 （日） １０：００～１２：００
申込

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0725
https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori1017
https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0123
https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0727
https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori1019
https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/vrmitori0125
















浜田保健所 青笹 行（FAX 0855-22-7009） 

                     (E-mail;aozasa-mika@pref.shimane.lg.jp) 

 

令和 7年度 浜田地域保健医療対策会議の日程調整表 

【締め切り】  令和 7年 12 月 22 日（月）まで 

 

                 所属              

                 氏名              

                 連絡先             

 

調整日程 

3/2（月） 3/3（火） 3/4（水） 3/5（木） 3/6（金） 

午後 

 

 

 夜 午後  夜 午後  夜 午後  夜 午後  夜 

3/9（月） 3/10（火） 3/11（水） 3/12（木） 3/13（金） 

午後 

 

 

 夜 午後  夜 午後  夜 午後  夜 午後  夜 

3/16（月） 3/17（火） 3/18（水） 3/19（木）  

午後 

 

 

 夜 午後  夜 午後  夜 午後  夜  

                       

※ 予定時間としては、１４：００～１６：００（午後）または、１９：００～ 

２１：００（夜）です。 

※ 予定会場は、浜田合同庁舎 ２階 大会議室です。Web(zoom)併用です。 

※ 都合の良い日には○、都合のつかない日は×、日程調整すれば可能な日を△

と記入してください。Web(Zoom)参加の場合は、◯（Web）と記入してくださ

い。 

※ 日程調整後、会議の日にちが決定しましたら、改めてファクスでお知らせし

ます。 

mailto:aozasa-mika@pref.shimane.lg.jp


 

浜保第１９０４号 

令和７年１２月９日 

各市医師会長 様 

各 病 院 長 様 

各 市 長 様 

 

島根県浜田保健所長 

（公 印 省 略） 

 

年末年始の医療体制の確保について（依頼） 

 

平素より、保健所行政の推進につきまして格別のご理解、ご協力をいただき、厚くお礼

申し上げます。 

島根県では、2025 年第 47 週（11 月 17 日～11 月 23 日分）の定点あたりのインフルエン

ザの報告数が 30.75 人となり、流行警報の基準値（30 人）を超えたことから 11 月 26 日付

で「インフルエンザ流行警報」が発表され、更なる感染の拡大が懸念されているところで

す。 

また、例年、年末・年始においては、通常と異なる診療体制となるため、救急医療を始

めとした医療体制に負担がかかります。更に、インフルエンザ等の感染拡大によって患者

が増加した場合、医療ひっ迫が生じ、受診や救急搬送が困難となる恐れがあります。 

つきましては、引き続き、インフルエンザ等の感染拡大に努めていただくとともに、年

末年始の救急医療体制の確保のため、他の医療機関や介護サービス施設等関係機関との連

携を図っていただきますようお願いします。 

なお、別添のとおり、各介護サービス施設・事業所管理者あてに通知していますので、

ご承知おきください。 

 
（参考） 
〇厚生労働省「急性呼吸器感染症（ARI）に関する施設等内感染予防の手引」 
（URL：https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:02164a03-19a7-4106-9ac6-ad42b617d2ff）        

 
 
 

 
 
 
 
 

＜担当＞ 

医事難病支援課（医療提供体制担当） 

T E L：0855-29-5536 

衛生指導課（感染症担当） 

T E L：0855-29-5556 

M A I L：hamada-hc@pref.shimane.lg.jp 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:02164a03-19a7-4106-9ac6-ad42b617d2ff
mailto:hamada-hc@pref.shimane.lg.jp


 

浜 保 第 １ ９ ０ ４ 号 

令和７年１２月９日 

 

 各介護サービス施設・事業所管理者 様 

 

島根県浜田保健所長 

（公 印 省 略） 

 

年末年始の医療体制の確保について（依頼） 

 

平素より、保健所行政の推進につきまして格別のご理解、ご協力をいただき、厚くお礼

申し上げます。 

島根県では、2025 年第 47 週（11 月 17 日～11 月 23 日分）の定点あたりのインフルエン

ザの報告数が 30.75 人となり、流行警報の基準値（30 人）を超えたことから 11 月 26 日付

で「インフルエンザ流行警報」が発表され、更なる感染の拡大が懸念されているところで

す。今後、施設内、事業所内での感染拡大が起きた場合、マンパワー不足等による介護の

提供体制の維持が困難となる可能性があります。 

また、例年、年末・年始においては、通常と異なる診療体制となるため、救急医療を始

めとした医療体制に負担がかかります。更に、インフルエンザ等の感染拡大によって患者

が増大した場合、医療ひっ迫が生じ、受診や救急搬送が困難となる恐れがあります。 

つきましては、引き続き、インフルエンザ等の感染症予防対策に努めていただきますと

ともに、あらかじめ協力医等と年末年始の医療体制の確認していただき、特に年末・年始

に医療ひっ迫が生じた場合には、重傷患者が優先的に受診・入院できるよう、医療機関と

の連携を図っていただきますようお願いします。 

 
（参考） 
〇厚生労働省「急性呼吸器感染症（ARI）に関する施設等内感染予防の手引」 
（URL：https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:02164a03-19a7-4106-9ac6-ad42b617d2ff ） 

 
 

〇厚生労働省「令和 7 年度急性呼吸器感染症（ARI）総合対策に関する Q&A」 
（URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html ） 

 

＜担当＞ 

医事・難病支援課（医療提供体制担当） 

T E L：0855-29-5536 

衛生指導課（感染症担当） 

T E L：0855-29-5556 

M A I L：hamada-hc@pref.shimane.lg.jp 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:02164a03-19a7-4106-9ac6-ad42b617d2ff
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html
mailto:hamada-hc@pref.shimane.lg.jp

